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〈
今
月
の
表
紙
〉
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安
ら
ぎ
の
ひ
と
と
き
を

提
供
す
る
の
が
生
き
が
い

子育ても落ち着き、この３月から新規客の受け入れを予定

わたべ・ひろみ◎昭和47年、

金ケ崎町生まれ。エステ、

アロマ、ネイルなどの資格

を持つ。趣味はフラダン

スと着付け教室。エステ

の起業を考える人にス

ペース貸し出しもしてい

る。夫、子２人の４人家族。

極

最
初
は
客
が
少
な
く
暇
な
日
々
。

と
こ
ろ
が
、
予
算
不
足
で
看
板
が

用
意
で
き
ず
電
話
帳
に
も
番
号
を

載
せ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
紹
介

が
必
要
な
店
と
思
わ
れ
た
。
口
コ

ミ
が
広
が
り
客
が
増
え
て
い
っ
た
。

横
町
に
は

年
前
に
移
っ
て
き

10

た
。
子
ど
も
が
雨
宿
り
さ
せ
て
も

ら
っ
た
り
お
や
つ
を
ご
馳
走
に

な
っ
た
り
と
よ
く
し
て
も
ら
っ
て

い
る
と
感
謝
し
、
こ
の
地
に
愛
着

を
感
じ
て
い
る
。
店
の
こ
れ
か
ら

に
つ
い
て
、「
昔
か
ら
の
お
客
さ

ん
と
お
客
さ
ん
の
気
持
ち
を
大
切

に
し
て
い
き
た
い
」
と
優
し
い
笑

顔
で
語
る
裕
美
さ
ん
だ
っ
た
。

前沢一輪車クラブ「アルスノーバ」（岩渕裕美子代

表）の演技発表会が２月18日、奥州市文化会館（Ｚ

ホール）で開催されました。今回で13回目となった発

表会に、約800人の観客が来場。詰めかけた観客を前

に会員34人が華麗に舞い、全14演目を披露しました。

舞台には北上と一関の一輪車クラブも友情出演し、花

を添えました。

写真は、演目の一つである一輪車ミュージカル「リ

トルマーメイド」の一コマ。華やかな衣装をまとって

の一輪車の演技が、観客を魅了しました。

渡
部
裕
美
さ
ん
（

歳
）
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＝

こ
と
し
で
オ
ー
プ
ン

年
。

20

マ
ッ
サ
ー
ジ
や
エ
ス
テ
、
リ
ラ
ク

ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
行
う
「an ア

ン

Asian

」
を
、
裕
美
さ
ん
は
営
む
。

ア
ジ
ア
ン元

々
は
銀
行
勤
務
だ
っ
た
裕
美

さ
ん
。
仕
事
の
忙
し
さ
か
ら
、
東

京
の
病
院
に
転
院
す
る
母
の
見
送

り
が
で
き
ず
、
移
動
の
車
中
で
母

は
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
契

機
と
な
り
、
エ
ス
テ
サ
ロ
ン
に
転

職
。
マ
ッ
サ
ー
ジ
は
、
幼
い
こ
ろ

か
ら
体
の
弱
い
母
に
し
て
い
て
、

や
り
が
い
を
感
じ
て
い
た
。
今
も
、

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
喜
ぶ
客
の
姿
に
母

が
重
な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

３
年
修
行
し
て
独
立
し
た
が
、
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国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所

得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者（市町村）が多く、財

政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。持続可能な社会保障制度の確立を図

るため、制度を見直します。ご理解とご協力をお願いします。

■問い合わせ 本庁健康増進課国保係（内線242）

・被保険者証の発行など

の資格管理

・標準保険料率を参考に

保険税率を決定

・保険税の賦課、徴収

・保険給付の決定、支給

・保健事業の実施

・県全体の国保財政の運営

・市町村ごとの国保事業費納付金の決定

・市町村ごとの標準保険料率の算定・公表

・保険給付などに必要な額を市町村に交付

国保加入者

医療機関

市町村 岩手県

私私私私止

私 私 私 私 止

私私私私止

私私私私止 私 私 私 私 止

①保険税の賦課

②保険税の納付

⑤保険給付
（医療費の支払い）

③国保事業費納付
金の納付

④保険給付などに
必要な額を交付

県と市町村が共同で運営します。財政運営の責任主体が県になります。各種申請や届け出は、こ

れまでどおり市町村の窓口で手続きします。保険税についても、これまでどおり市町村に納めます。

被保険者証の様式が変わります。

高額医療費の多数回該当（過去12カ月以内に高額医療費の支給が４月以上である場合に自己負担

額が引き下げられる制度）の算定方法が変わります。県内での住所異動で、世帯の継続性が保たれ

ていれば、30年４月以降の療養において発生した前住所地の高額療養費の多数回該当のカウント

が引き継がれます。
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多数回該当
（４月目）

県内市町村
間住所異動

多数回該当
（４月目）

他の市町村に住所異動
した場合、異動月から
カウントするため１月
目となります

県内の住所異動であ
れば、該当回数を通算
できるため３月目と
なります

【市町村の主な役割】 【県の主な役割】

現在お持ちの保険証は、

有効期限まで使用できま

す。新しい保険証は９月

下旬に郵送します。
私私私私止

私私私私止

国民健康保険制度が変わります
平成30年４月から

県名が入ります

【改正後】
有効期限 年 月 日国民健康保険

被保険者証

番 号記 号
性 別氏 名

年 月 日生 年 月 日
年 月 日資格取得年月日
年 月 日交 付 年 月 日

世帯主氏名
住所

保険者番号
印保険者名

【現行】
有効期限 年 月 日岩 手 県

国民健康保険
被保険者証

番 号記 号
性 別氏 名

年 月 日生 年 月 日
年 月 日適用開始年月日
年 月 日交 付 年 月 日

世帯主氏名
住所

保険者番号
印交付者名

市町村による資
格管理の開始日
が入ります

交付者は市町村
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